






商標の出願

商標の出願・登録費用

商標の検索

商標の検索（称呼検索）

商標の検索結果（呼称検索）

「特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）」
https://www.j-platpat.inpit.go.jp 商標検索はコチラ

登録日
空白の場合は審査中

登録している区分

よく使われる称呼検索

カタカナで入力
例）ハツメイ

郵便局で購入
（収入印紙ではありません）

指定商品・役務の区分
（1～45）を入れる

指定商品・役務の類似群コード
が分かる場合は記入する。

登録されている商標
商願○○○○-○○○
○○○の場合は審査中

商標登録について ❺❹

ひな形のダウンロードはINPIT「各種申請書類一覧」から https://faq.inpit.go.jp/industrial/faq/search/
result/10939.html?event=FE0006

3,400円＋8,600円×区分数

入れると「文字」のみの登録となる。
図柄の場合は、削除する。
標準文字は2段書きできない。

入れなくとも可「001」など

図柄なら枠に入れる。
文字のみなら、枠はなくともよい

 1～45類から選択し、【第30類】指定
 商品は列挙する。
【指定商品(指定役務)】コーヒー，
 コーヒー豆，洋菓子 ※カンマで区切る

・書けたら、特許庁へ簡易書留にて郵送
・〒100-8915　東京都千代田区霞が関三丁目4番3号　特許庁長官　宛

3,400円＋8,600円×区分数商標出願料

更新登録料

商標登録料 28,200円×区分数･･･10年分
(分納16,400円･･･5年分)
38,800円×区分数･･･10年分
(分納22,600円･･･5年分)

※弁理士等の代理人に依頼する場合には、別途
　代理人費用が生じる。

特許出願等の特許庁への各種手続を書面で
行う場合には、電子化のために必要な費用
(実費)として納付する手数料。

例えば、商標出願を書面で提出したとき
(商標願1枚)の電子化手数料は、1,200円＋
(1枚×700円)=1,900円 となる。

※電子化手数料






